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事業報告 業務の適正を確保するために必要な体制及び当該体制の運⽤状況

1. 業務の適正を確保するための体制等の整備についての決議の内容の概要
当社の取締役、執⾏役員及び使⽤⼈の職務の執⾏並びに当社⼦会社の取締役等及び使⽤⼈の職務の執⾏が
法令及び定款に適合することを確保するための体制その他業務の適正を確保するための体制等の整備につ
いて、当社取締役会において決議した内容の概要は以下のとおりであります。
（1） 当社の取締役、執⾏役員及び使⽤⼈の職務の執⾏並びに当社の⼦会社の取締役等及び使⽤⼈の職務
の執⾏が法令及び定款に適合することを確保するための体制
①当社グループ並びにその取締役、執⾏役員、従業員その他当社グループの業務に従事するすべての者に
共通の⾏動規範として「Code of Business Conduct and Ethics（企業倫理・⾏動規範）」を制定する。
②その徹底をはかるため、取締役会直属の組織として、執⾏役員、主要拠点の⻑及び弁護⼠をメンバーに
含むグループ・コンプライアンス委員会を設置する。グループ・コンプライアンス委員会は、チーフ・コ
ンプライアンス・オフィサーを議⻑として定期的に委員会を開催して、当社グループにおける法令・定款
等の遵守状況をモニタリングするとともに、当社グループの全ての役職員を対象とする研修の開催等、当
社グループ内におけるコンプライアンス意識の啓発活動及びコンプライアンスに関わる事項の徹底にあた
る。
③法令違反その他のコンプライアンス違反⾏為の早期発⾒と是正を⽬的として内部通報規程（Compliance
& Ethics Reporting Standard）を定め、当社グループ共通の内部通報システムとして、通報受付専⾨会社を
窓⼝とする「MODEC Ethics Hotline」を設け、その適切な運⽤を⾏うとともに、研修等を通じてその利⽤
を促進する。
④財務諸表及び財務諸表に重要な影響を及ぼす可能性のある情報の信頼性を確保することに努める。
⑤内部監査部⾨は当社グループの重要部⾨及び海外拠点に対し定期的に法令・定款等の遵守状況を含めた
監査を⾏い、その結果を取締役社⻑及び監査等委員会に報告するとともに、必要に応じて改善策等の提⾔
を⾏う。
（2） 当社の取締役の職務の執⾏に関する情報の保存及び管理に関する体制
①当社の取締役の職務執⾏に関する情報は、「⽂書管理規程」「企業機密事項管理規程」等の規程に従っ
て保存し、管理する。監査等委員会は、必要に応じてこれらの⽂書を閲覧できる。
②⽂書の主管部署は、「業務分掌規程」の定める業務分掌によるものとし、保存の⽅法及び期間は「⽂書
管理規程」の定めるところに従う。
（3） 当社グループの損失の危険に関する規程その他の体制
①当社グループの業務執⾏に関わるリスクについては、リスクの内容並びに管理⼿続を定めた「リスクマ
ネジメント規程」、「エンタープライズリスクマネジメント規程」及び業務関係諸規程に基づいて管理を
⾏う。なお各業務執⾏の責任者については「業務分掌規程」「職務権限規程」及び「関係会社管理規程」
に定める。
②当社グループの横断的なリスクの把握と管理については、業務を統括する主要な執⾏役員によって構成
する経営会議において、重要な事項の審議、及び業務執⾏状況並びにその結果の報告を⾏うことにより、
徹底をはかる。
③内部監査部⾨は、当社グループの重要部⾨及び海外拠点に対し定期的にリスク管理の状況を含めた監査
を⾏い、その結果を取締役社⻑及び監査等委員会に報告するとともに、必要に応じて改善策等の提⾔を⾏
う。
（4） 当社の取締役の職務の執⾏並びに当社の⼦会社の取締役等の職務の執⾏が効率的に⾏われることを
確保するための体制



①当社は、業務の執⾏が迅速かつ適切に⾏われる体制を確保するために執⾏役員制を採⽤し、業務の執⾏
に関わる権限を取締役会により選任された執⾏役員に委譲し、取締役会の意思決定機能及び監督機能の強
化をはかり、その業務執⾏責任を明確にする。また、当社グループの業務執⾏については、「業務分掌規
程」「職務権限規程」及び「関係会社管理規程」によって各業務の担当部署並びに決裁権限者を明確にし、
組織的かつ能率的な運営をはかる。 
②当社グループの経営⽅針及び経営戦略に関わる重要事項については、毎⽉１回定例取締役会を開催する
ほか、必要に応じて臨時取締役会を開催して決議する。また、重要事項については取締役社⻑が指名し、
取締役会が承認した執⾏役員を構成員とする経営会議を原則毎⽉２回開催して審議及び決定する。 
（5） 当社の⼦会社の取締役等の職務の執⾏に係る事項の当社への報告に関する体制 
①当社の⼦会社が重要な事項を決定する際には、「関係会社管理規程」に従って、当社の関係部⾨と事前
協議を⾏う。 
②当社の主管部⾨⼜は所管部⾨は、必要に応じて⼦会社に書類の提出を求め、⼦会社の経営内容の把握並
びに検討を⾏う。 
（6） 当社の監査等委員会の職務を補助すべき使⽤⼈に関する事項 
①当社の監査等委員会からの要請がある場合には、必要な員数及び求められる資質について、監査等委員
会と協議のうえ、その職務を補助する使⽤⼈（以下、「補助使⽤⼈」という）を配置する。 
②内部監査部⾨は監査等委員会との協議により、監査等委員会の要望する事項の監査を実施し、その結果
を監査等委員会に報告できるものとする。    
（7） 前号の使⽤⼈の当社の取締役(監査等委員である取締役を除く)からの独⽴性に関する事項 
監査等委員会より監査業務に必要な指⽰を受けた補助使⽤⼈は、その指⽰に関して取締役(監査等委員であ
る取締役を除く)の指揮・命令を受けないこととする。 
（8） 監査等委員会の補助使⽤⼈に対する指⽰の実効性の確保に関する事項 
補助使⽤⼈に関する⼈事異動、⼈事評価、懲戒処分等に対しては、監査等委員会の事前の同意を得て決定
する。 
（9） 当社の取締役(監査等委員である取締役を除く)、執⾏役員及び使⽤⼈が監査等委員会に報告するた
めの体制並びに当社の⼦会社の取締役等及び使⽤⼈⼜はこれらの者から報告を受けた者が、監査等委員会
に報告するための体制 
①当社の取締役(監査等委員である取締役を除く)、執⾏役員及び使⽤⼈並びに当社の⼦会社の取締役等及
び使⽤⼈は、監査等委員会に対して、法定の事項に加え、当社グループに重⼤な影響を及ぼす恐れのある
事実について報告を⾏う。 
②監査等委員会は、必要に応じて当社の取締役(監査等委員である取締役を除く)、執⾏役員及び使⽤⼈並
びに当社の⼦会社の取締役等及び使⽤⼈に対して報告を求めることができる。 
（10） 当社の監査等委員会に報告をした者が、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けない
ことを確保するための体制 
「Code of Business Conduct and Ethics（企業倫理・⾏動規範）」により、監査等委員会及び「MODEC 
Ethics Hotline」を通じて報告を⾏った者に対する報復措置を禁⽌する。 
（11） 当社の監査等委員会の職務の執⾏について⽣ずる費⽤の前払⼜は償還の⼿続その他の当該職務の執
⾏について⽣ずる費⽤⼜は債務の処理に係る⽅針に関する事項 
年度予算において、監査等委員会の職務の執⾏に要する費⽤を確保する。 
（12） その他監査等委員会の監査が実効的に⾏われることを確保するための体制 
当社の監査等委員に対して、当社の取締役、執⾏役員及び使⽤⼈からの報告を聴取する機会を与えるとと
もに、定期的に取締役社⻑、会計監査⼈との会合を⾏う。 



 
2. 業務の適正を確保するための体制の運⽤状況の概要 
当社は、業務の適正を確保するための体制に関する基本⽅針に基づいて、体制の整備とその適切な運⽤に
努めております。当期における運⽤状況の概要は、以下のとおりであります。 
（1） コンプライアンス 
①グループ・コンプライアンス委員会において、「Code of Business Conduct and Ethics（企業倫理・⾏動
規範）」を含む法令・定款等の遵守状況の監督を⾏いました。また海外⼦会社での⼦会社従業員逮捕の件
を受けて、外部専⾨家を⼊れての再発防⽌策策定とその着実な実⾏をしております。 
②外部通報窓⼝については、コンプライアンス研修を含めた様々な研修・会議を通じて当社グループ全役
職員への周知を図り、通報があった事案に対しては的確に対応を⾏っております。また、対応マニュアル
を作成し、事案対応の⼀貫性、公正性そして迅速性の⼀層の向上を図っております。 
③コンプライアンス研修として、当社グループ役職員に対し、「汚職防⽌」「Code of Business Conduct 
and Ethics（企業倫理・⾏動規範）」に関するe-ラーニング研修を実施したほか、世界各地域の特性を考慮
した地域別の研修を実施しました。また、拠点への巡回によるタウンホールミーティングを開催し、拠点
⻑によるコンプライアンス・メッセージ及びチーフ・コンプライアンス・オフィサーによる講演及び質疑
応答を実施しました。また、チーフ・コンプライアンス・オフィサーより各種テーマのコンプライアン
ス・メッセージを定期的にイントラネットに掲載し、啓発活動に努めました。 
④コンプライアンス体制強化のための主要拠点のコンプライアンス担当者による集合研修を9⽉9⽇から9⽉
13⽇にかけ実施しました。期間中、社外取締役、執⾏役員、主要部⾨の⻑と意⾒交換の機会を設けました。
また、外部専⾨家を招き、通報案件対応についてトレーニングの機会を設けました。集合研修の成果及び
年間活動については、9⽉13⽇に本社会⻑、社⻑、担当役員及び常勤監査等委員に対⾯で報告しました。 
⑤10⽉7⽇から10⽉11⽇にかけて9年⽬となる「グローバル・コンプライアンス・ウィーク」を主要各国で
同時開催し、本社社⻑、主要拠点の経営陣及びチーフ・コンプライアンス・オフィサーからのメッセージ
を全役職員に向けて発信するとともに、様々な啓発活動を通じてコンプライアンス意識の強化を図りまし
た。また、グループ全体におけるコンプライアンス⽂化の更なる発展のための課題の特定、コンプライア
ンス体制強化・社員教育に役⽴てるため、10⽉7⽇からエシカル・カルチャー・アセスメントのサーベイを
実施いたしました。 
⑥財務報告に係る内部統制評価の実施計画に基づき、当社及び重要な⼦会社に対して内部統制評価を実施
し、有効と判断しております。評価結果を踏まえた上で、内部統制の更なる改善、信頼性向上に努めてお
ります。 
（2） 業務及び職務執⾏の適正及び効率性の確保 
①当社は業務の執⾏に関わる権限を執⾏役員に委譲しております。重要案件は関連規程に基づいて取締役
会への上程前に経営会議に付議し、⼗分な議論を⾏うことで、取締役の業務執⾏の効率化をはかっており
ます。 
②当期において、当社は取締役会を12回、臨時取締役会を8回、経営会議を27回それぞれ開催し、重要事項
について⼗分な議論を⾏いました。これらの会議の開催に当たっては開催前の検討時間確保のため、議案
と関連資料の事前配布を徹底しております。なお、取締役会は2024年5⽉31⽇付で社外取締役1名が辞任に
より退任した以降は社外取締役8名を含む取締役12名で構成されております。 
③取締役会、経営会議、業務及び職務執⾏に係る重要な会議などにおいて、各⼦会社の業務を担当する責
任者が当社の取締役、執⾏役員に対し事業の概況報告を⾏っております。また、⼦会社における業務執⾏
上の重要事項の決定に当たっては、関連規程に基づき⼦会社と当社関係部⾨による⼗分な事前協議を経た
上で対応しております。 



④当期に開催された取締役会、臨時取締役会、及び経営会議の議事録並びに関連⽂書は、関連規程に基づ
き、セキュリティが確保された場所で永久保存⽂書として管理されております。 
（3） リスク管理 
リスクの内容と重要性に基づいて業務関係諸規程を整備し、リスクを伴う重要な業務の執⾏に当たっては
これらに従って取締役社⻑もしくは担当執⾏役員への稟議、取締役会及び経営会議への付議を適切に⾏っ
ております。業務の状況については、取締役会及び経営会議において、担当執⾏役員が事業の概況を報告
し、その中で各業務執⾏に関わるリスクの状況の確認とリスク管理の徹底をはかっております。これに加
え、当社グループの企業価値向上と持続的成⻑を⽀えるべく、経営に関わるリスクの特定・評価・対策実
⾏・監督を⾏う「エンタープライズ・リスクマネジメントシステム」を、執⾏役員がリードするタスクチ
ームを中⼼に運営しております。 
（4） 監査等委員会監査の実効性の確保 
①当社グループの取締役（監査等委員である取締役を除く）、執⾏役員等は当社の取締役会等を通じ、監
査等委員会へ業務上重要な事項についての報告、情報共有を⾏っております。 
②常勤監査等委員は取締役会のほか、経営会議などの業務執⾏に関する重要な会議にも出席し、取締役
（監査等委員である取締役を除く）、執⾏役員と常時意⾒交換できる体制となっております。また、関連
書類の閲覧を⾏っております。監査等委員会は常勤監査等委員を通じ、業務運営や課題、及び当社グルー
プに重⼤な影響を及ぼす恐れのある事実などについて報告を受けております。なお、監査等委員は常勤監
査等委員１名、社外監査等委員３名で構成されております。 
③当期において、監査等委員会は11回開催、また、監査等委員会設置会社へ移⾏する前に監査役会を5回開
催しております。監査等委員会は半期ごとに監査レポートを作成、取締役社⻑へ送付し、これに基づいて
監査指摘事項に対する取締役社⻑及び経営陣の⾒解を聴取するとともに、書⾯で指摘事項への回答を受領
しております。 
④監査等委員会は、会社計算規則に基づく会計監査⼈からの通知事項、意⾒交換やレビュー・監査実施状
況、及び四半期決算ごとのレビュー・監査報告などを通じて、会計監査⼈の職務実施状況の把握・評価を
⾏っております。また、監査等委員会は常勤監査等委員を通じた業務執⾏に関する重要な会議での情報の
共有、取締役社⻑及び執⾏役員等との⾯談を⾏うことなどにより、監査の実効性向上をはかっております。 
⑤必要に応じて、監査等委員会室員が監査等委員の指⽰に基づいて職務を補助しております。なお、補助
使⽤⼈は監査等委員会の職務補助に当たり、取締役（監査等委員である取締役を除く）の指揮・命令は受
けておりません。 
⑥監査等委員会の職務に要する費⽤は、年度予算に基づき監査等委員会の請求に従い速やかに処理されて
おります。 
（５）内部監査 
内部監査部⾨は、年度計画を監査等委員会と協議の上策定し取締役社⻑承認を経て、同計画に基づき当社
グループの重要な部⾨及び海外拠点の法令等遵守の状況、リスク管理の状況並びに内部統制の状況につい
てリスクベースの監査を⾏い、その結果を取締役社⻑及び監査等委員会に報告するとともに、必要に応じ
て改善提⾔を⾏っております。 
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